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研究要旨： 

本研究では、災害発生直後の行政機能が十分に機能していない状況下で、行政機関と在

宅避難者の支援機関を中心として、要配慮者に対する保健医療･福祉サービスの情報共有か

ら支援提供のプロセスにおける課題を抽出し、情報共有体制整備に必要な情報を整理した。

合計 12 の行政機関及び団体を対象にヒアリング調査を行い、情報を収集した。分析の結果、

「保健医療・福祉サービスの情報共有体制の課題」、「行政機関職員のマンパワー不足」、

「他の団体・住民等との連携の重要性」の 3 点が抽出された。行政機関の各部署が果たす

べき役割及び各関係者への情報共有方法について理解が不十分だったこと、行政機関職員

のマンパワー不足が発生したことが確認された。これらの課題を解決するためには、民間

事業者、関係団体、地域住民等と行政機関が連携した支援方法を検討する必要がある。 

 

 

Ａ．研究目的 

本研究の目的は、災害発生直後の行政機

能が十分に機能していない状況下で、保健

医療・福祉サービス提供の役割を担った行

政機関（熊本県、益城町）、在宅避難者の

支援機関を中心として、１）要配慮者に対

する安否確認、保健医療･福祉サービスの情

報共有から支援提供までの課題を整理する

こと、２）保健医療･福祉関係者間での要配

慮者に対する保健医療･福祉サービスの迅

速な情報共有体制整備に必要な情報を整理

することである。 

 

Ｂ．研究方法 

ヒアリングによる調査で情報を収集した。

調査項目は、過去に国内で発生した災害時

の要配慮者の避難や支援者による支援状況

に関する文献レビューを行い、行政機関や

要配慮者支援機関による災害時の対応状況、

情報共有体制の課題等について整理した。

具体的には、災害時の要配慮者への安否確

認、要配慮者及びその家族への保健医療･

福祉サービスの情報共有・支援提供の実

態・課題、保健医療･福祉関係者間での要配

慮者に対する保健医療･福祉サービスの情

報共有の実態・課題等である。 

ヒアリング調査対象は、熊本地震で保健

医療・福祉サービス提供の役割を担った行

政機関（熊本県、益城町）、在宅避難者を

含む要配慮者の支援機関（地域包括支援セ

ンター、社会福祉協議会、被災地障害者セ

ンター、身体障害者福祉協会、訪問看護ス

テーション、ラジオ局）とした。最初に、

要配慮者への被災者支援を広域的に調整し

た熊本県、被災者の多かった益城町にヒア

リング調査を行った。その後、効果的また

は特徴的な対応を実施した要配慮者（在宅

避難者、外国人を含む）の支援機関、情報

機関であるコミュニティラジオ局を対象と

した。 

平成 30 年 7～8 月にかけて研究分担者が

文献レビューを実施し、同年 8 月末～同 31

年 2 月末の間の 5 日間に研究代表者及び研

究分担者がヒアリング調査を実施した。ヒ
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アリング調査では音声を録音し、外部業者

に委託し文字を起こし、各担当者が要点を

まとめた発言録を作成した（付録○）。こ

れらの発言録から、保健医療・福祉サービ

スの情報共有体制の課題を抽出した。 

 

（倫理面への配慮） 

 ヒアリング調査実施に際し、浜松医科大

学倫理審査委員会の承認を得た。調査への

協力は任意であること、不利益を受けるこ

となくヒアリングの同意を撤回できること

等をヒアリング調査対象者に説明し、口頭

で同意を得た。 

 

Ｃ．研究結果 

「保健医療・福祉サービスの情報共有体

制」、「行政機関職員のマンパワー」、「他

の団体・住民等との連携」の 3 点に分類し、

斜体で当事者の言葉を記す。 

 

１）保健医療・福祉サービスの情報共有体

制 

「災害時に町がどういう動きをします、保

健所がどういう動きをします、連絡をこう

とりましょうっていうのは全くなかったん

ですね。」（保健福祉センター） 

 

「福祉施設の確認を私たち（保健所）もし

ていれば、また県庁からもありましたみた

いなことで、だから平時からどこがすると

いうところが、もうほとんどそういう体制

づくりはできてきてるんですけど、日頃か

らそこは意識しておかないといけないなと

思います。」（地域振興局保健福祉環境部） 

 

「災害時の要配慮者の把握、包括とか訪問

看護事業所が利用者の確認を行う。それを

保健・医療チームのほうにもフィードバッ

クしてもらえたらとか、そういう意見が出

ていましたね。で、保健所が再確認。どこ

を保健所がされるのか。それはまだうちの

課題というか、うちがこれから聞かなき

ゃ。」（保健福祉センター） 

 

「保健の部門のことの活動とかそういった

ものが、アクションカードなりマニュアル

なりができ上がっていったら、町の危機管

理課が防災の所管課になるので、そちらの

ほうにも報告とか情報共有とかはしていか

ないとねと言っていますね、平時から。」

（保健福祉センター） 

 

「実際、町民と行政のほうの情報のやりと

りの問題もなんですけど、行政の中の情報

共有とかも全然できていない状態。で、そ

の地区踏査で把握した情報を災対本部のほ

うにも上げたんですけど、どのぐらいその

情報が利用されたかどうかはいまだもって

わからない状態ですね。」（保健福祉セン

ター） 

 

「実際、職員間も緊急的に Line のグループ

ができ上がって、それで情報共有していた

っていうのも多々あるんですよね。あれは

すごく役に立ちました、ほんとに。」 

（保健福祉センター） 

 

「自転車で回っていって、それでも安否確

認しかできない状況だったので、行政とか

がどういう動きをしているというのは全然。

正直いってわからない状況で、自分たちだ

けの分で動いていて。」（訪問看護ステー

ション） 

 

「６月 23 日にサービス事業所に対して（町

から）来てくださいということで、いろい

ろな問題点とかをその時点で（聞きました）。

２カ月後ですね。」（訪問看護ステーショ

ン） 

 

「『訪看が入っているなら、そこは入らな

くていいね』というすみ分けができていな
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いんですよね。ケアマネジャーと訪問看護

とかヘルパーとか、その部分はたぶん一本

化されるけれども、そこで確認されてもそ

れとは別の部分で行政がまた行かれるとい

う感じはあるのかなとは思います。」（訪

問看護ステーション） 

 

「（今後保健師と連携できることが）本当

はあるとは思うのですが、『それはそれ、

これはこれ』になってしまうのが常なの

で。」（訪問看護ステーション） 

 

「上益城郡という５つの町でお互いに助け

合うという協定は結んでいたのですが、地

震となると全部に被害があって応援しても

らえなかったというか、お互いに応援でき

なかったというのがあるので、ちょっと離

れたところとか、医療・福祉も含めて何か

協定ではないけれど、あったほうがスムー

ズというかいいのかなというのはあるんで

すよね。」（社会福祉協議会） 

 

「行政はここは押さえておかなきゃいけな

い、それ以外は結構、自由にという、そん

な感じのすみ分けというか、整理できると

いいのかなと。」（地域包括支援センター） 

 

「実際、その要援護者リストもどのように

つくられたとかいうのも、そこは保健師サ

イドともやりとりとかも全くないので（分

からない）。」（保健福祉センター） 

 

「（地区踏査で）回ってみて感じたのは、

やっぱり情報がないというのは住民の人た

ちは言われていました。」（保健福祉セン

ター） 

 

２）行政機関職員のマンパワー 

「震災当時も福祉課としては、目の前に見

えている相談とかそういったもので手がい

っぱいになってしまって、要望が上がって

こないものについては、大分後手というか、

大分ほったらかしの状態が続いていたんじ

ゃないかと思います。」（町役場） 

 

「プロジェクトチームにうちの課長とかも

ずっと引き抜かれてしまったので、実質、

上役がいない状態で、健康づくり推進課も

ほぼ保健師と動いた。」（保健福祉センタ

ー） 

 

「行政のほうは震災の対応でそれに追われ

ていらっしゃるので、なかなか一個人のケ

ースをご相談というのができなかったとい

うのが正直なところですね。」（地域包括

支援センター） 

 

「人が保健所もいないから保健所も大変だ

ったっていうのが今回すごくありました

ね。」（保健福祉センター） 

 

「全戸調査はすごいマンパワーも要ったこ

となので、（外部）支援の人たちがいらっ

しゃったからできたことなんですけど。」

（保健福祉センター） 

 

「あの当時、そういう広報活動に携われる

人員が行政側にいたのかっていうと、多分

なかったですよね。」（保健福祉センター） 

 

３）他の団体・住民等との連携 

「訪問看護を利用されていた人たちは、訪

問看護ステーションの方たちがすぐに確認

とかに回られて。」（保健福祉センター） 

 

「訪問看護は県の連絡協議会といって訪問

看護の団体があるので、そこのほうが早く

に動いてくださってずっと連絡があった

り。」（訪問看護ステーション） 

 

「（平時から）つながりがあったので、（大

学の）先生をたまたま役場で見かけたとき
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に、『実は、先生、ちょっと困っていて。

助けてもらえませんか』と言って、そこか

ら毎日、センターで（中略）その仕切り役

的なものをにしていただきました。」（地

域包括支援センター） 

 

「やっぱりご近所さんか、こういう身障連

とか団体に入って。つながりを持っとかな

いと。」（身体障害者福祉協会） 

 

「地震とは限らず災害のときの安否確認と

か、誰が誰をみるというか連れてくるみた

いなことを訓練していた地域は 1 か所くら

いあった。でも、それを決めていてもあま

り意味がないかなというのを今回の地震で

は思いましたね。ただ、地域によってはそ

ういう地域づくりがあると、一人暮らしと

かを把握できる。」（社会福祉協議会） 

 

Ｄ．考察 

１）保健医療・福祉サービスの情報共有体

制の課題 

災害発生時に町役場の各部署、保健所な

どが保健医療・福祉サービスの情報共有を

図るために各担当部署がどのような役割を

果たし、各組織間でどのように情報を共有

するかといったことが十分に整理及び理解

がされていたとは言えない。災害発生後は

町役場内の情報共有が全くできていない状

態が続いていたが、しばらくしてからＳＮ

Ｓツールを活用して情報共有できるように

なり、有効な手法であったという発言があ

った。 

平常時においても、町役場内の連携が不

十分な点が確認された。例えば、保健医療

部門と危機管理部門が情報を共有していな

かったこと、要援護者リスト作成過程が関

連部署に共有されていないことが挙げられ

た。 

災害発生直後は、保健医療・福祉サービ

ス提供に関わる訪問看護ステーションや社

会福祉協議会などの各団体と行政の連携は

図れずに、それぞれが独自に活動を行って

いた。震災発生から 2 か月経過後に町から

訪問看護ステーション対象の説明会が開催

され、保険の請求や問題点などの情報が共

有された。平常時から訪問看護ステーショ

ンと保健師の連携することも考えられるが、

現時点では具体的な動きに繋がっていない。 

 住民からも保健医療・福祉サービスを含

む様々な情報が不足しているという声が多

かった。行政機関職員のマンパワー不足も

あり、住民に向けた広報活動が不足してい

たのかもしれない。 

 以上の点から、災害発生時に行政がすべ

ての責任を担うのではなく、必要な部分の

みを把握することに留め、行政機関ではな

い外部団体・個人・住民に役割を振り分け

るという整理も必要であるという意見もあ

った。 

 

２）行政機関職員のマンパワー不足 

県保健所、町役場の福祉課、健康づくり

推進課、広報担当などの行政機関職員のマ

ンパワー不足が確認された。震災対応が優

先され、個別対応の相談などは後手になっ

たことが散見された。一方、全戸調査は現

地行政機関職員だけで実施するにはマンパ

ワーが不足していたが、外部支援の協力を

得て実施することができた。 

 

３）他の団体・住民等との連携の重要性 

 訪問看護事業者を利用していた人の安否

確認は同事業者が迅速に行った。また、同

事業者は行政機関からの情報が不足してい

ても、県の関連団体から迅速に連絡があり、

情報・物資が十分に届いていたことが明ら

かになった。 

地域包括支援センターにおいても、平常

時から協力を得ていた大学教員に同センタ

ーの仕切り役を依頼することができ、助か

ったという話があった。 
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 要配慮者は、地域づくりによる住民同士

の繋がり、身体障害者福祉協会など関連団

体に所属することなどを通じ、災害発生時

にまわりの人や団体から助けが得られるよ

うにしておくことの重要性を強調する意見

が多く聞かれた。 

 

Ｅ．結論 

災害発生直後の行政機能が十分に機能し

ていない状況下で、行政機関（市町村）と

して要配慮者に対する保健医療･福祉サー

ビスの情報共有から支援提供のプロセスに

おいて２つの課題、１）行政機関の各部署

が果たすべき役割及び各関係者への情報共

有方法について理解が不十分だったこと、

２）行政機関職員のマンパワー不足が発生

したことが確認された。これらの課題を解

決するためには、平常時に要配慮者に対す

るケアを実施している民間事業者、関係団

体、地域住民等と行政機関が連携した支援

方法を検討する必要がある。行政機関（県・

市町村）と要配慮者を支援している団体・

企業等の交流を深める場を定期的に設け、

その開催方法・内容等を検討することが必

要である。 

 

Ｆ．研究発表  

１．論文発表 
 特になし 
 
２．学会発表 

特になし 
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 
特になし 

２．実用新案登録 
特になし 

３．その他 
特になし
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